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ナフサ代替素材等開発支援事業公募要領 

 

 

１ 事業の目的 

ナフサ代替素材等開発支援事業（以下「本事業」という。）は、東京都（以下「都」という。）が都内

企業等によるナフサ代替原料を用いた石油由来製品の代替素材開発等、石油のみに依存しない新たな

技術や素材等の開発を支援することを目的としています。 

 

２ 事業概要 

（１）都は本事業において石油のみに依存しない新たな技術や素材等の開発に取り組む企業等を公募し

ます。 

（２）都は審査会により企業等を採択し、採択された企業等（以下「採択事業者」という。）と協定を締

結します。 

（３）取組期間は、最長３か年度の間とします。 

（４）採択事業者は、公募時に石油のみに依存しない新たな技術や素材等の開発新たな技術や素材等の

開発に関する事業計画及びその資金計画を策定します。また、協定締結後、年度ごとの年度計画を策

定するとともに、定期的に都にその状況を報告します。 

（５）都は、各年度終了後に実績報告書の提出を受け、その内容を確認した後、本事業に要した経費の一

部を協定金として支払います。また、コンサルティング等の支援もあわせて実施します。 

（６）実績報告書の内容に基づき、外部有識者を含む委員会により、採択事業者が公募時に策定した事業

計画の達成状況等の評価を行います。 

 

【本事業のスキーム図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 各主体の役割 
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ア 石油のみに依存しない新たな技術や素材等の開発新たな技術や素材等の開発 

  ナフサ代替原料を用いた石油由来製品の代替素材開発等、石油のみに依存しない新たな技術

や素材等の開発に向けて、素材や製品等の開発、改良、実証実験を計画的に実施できることを前

提とし、提案に当たっては事前に関連企業等の了承を得てください。 

なお、都では、３か年度で開発が完了することを目標としています。協定期間内に、開発が完

了するように取り組んでください。 

イ 報告 

  都との協定締結後、実施状況等を定期的に報告いただくとともに、経費等の確認に必要な帳票

類をご提出いただきます。 

（２）東京都 

   ア 採択事業者の取組を促進するためのコンサルティングやマッチング等の支援を行います。 

   イ 本事業の経費の一部を負担します。 

   ウ 採択事業者の実施状況等について毎年度評価を行い、都のホームページ等で発信します。 

 

４ 応募対象 

次の（１）～（３）の全ての要件を満たす企業等を応募対象とします。  

なお、複数の企業等が提携して応募することも可能ですが、その場合は、代表事業者を決め、代表事

業者が応募申請をしてください。その場合、協定金は、代表事業者に支払います。 

（１）次のア～ウいずれかに該当する日本国内の団体であること。 

    ア 都内に本店又は支店・営業拠点を有する法人 

    イ 都内で石油のみに依存しない新たな技術や素材等の開発に向けた取組を行う法人 

    ウ その他、都が必要と認める者 

（２）新たな技術や素材等の開発に関する取組の実績を有していること。 

（３）機密情報の取扱いについて、適切な手段・方法で保護できる体制を有していること。 

 

５ 応募要件 

本事業に応募する企業等（以下、「応募者」という。）は、応募時から事業終了時まで、次の（１）か

ら（11）までの全ての要件を満たすものとします。また、応募者と提携する企業も（１）から（11）ま

での要件を満たす必要があります。 

（１）同一のテーマ・内容・対象経費で、国、都道府県、区市町村等から補助を受けていないこと、あ

るいは、過去に受けていないこと 

（２）協定事業の実施にあたり、法令等に違反する事実がないこと。 

（３）日本国内において税金の滞納をしていないこと。 

（４）日本国内の公的機関等との契約における重大な違反がないこと。 

（５）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）による申立

て等、協定事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと。 

（６）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項各号及び第２項各号の規定の

いずれかに該当しないこと。 



3 

 

（７）東京都競争入札参加有資格者指名停止等取扱要綱（平成 18 年４月１日付 17 財経総第 1543 号）

に基づく指名停止又は競争入札参加資格の取消しの期間中でないこと。 

（８）公共の安全及び福祉を脅かすおそれがないこと。 

（９）政治活動、宗教活動、選挙活動を事業目的としていないこと。 

（10）暴力団（東京都暴力団排除条例（平成 23 年東京都条例第 54 号。以下「暴排条例」という。）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。）に該当せず、又は法人その他の団体の代表者、役員又は

使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等（暴力団並びに暴排条例第２条第３号に規定

する暴力団員及び同条第４号に規定する暴力団関係者をいう。）に該当する者がないこと。 

（11）過去の業務その他の事情において、都が負担金を交付するにふさわしくないと判断する事実が存

在しないこと。 

 

６ 石油のみに依存しない新たな技術や素材等の開発 

  本事業において、石油のみに依存しない新たな技術や素材等の開発とは主に以下の①及び②の素材

や製品のことをいう。 

① バイオマスや廃プラスチックなどから製造される石油由来のナフサの代替となるもの 

② 石油由来ナフサを原料とするエチレンやプロピレンなどの基礎化学品やポリエチレンやポリ

プロピレンなどの川中製品等の代替となる素材や製品 

 

採択事業者は、石油のみに依存しない新たな技術や素材等の開発に向けて、研究、開発、改良、実証

実験等を行うものとし、次の（１）から（３）の要件をすべて満たすものとします。なお、期間の途中

であっても、申請要件を満たさなくなった場合や、外部委員による評価等により目標達成の見込みがな

いと判断された場合、支援を打ち切ることがあります。 

（１）応募時に策定した事業計画に基づき、年度毎の年度計画を作成する。令和 10年度末まで、毎

年度、当該年度計画に基づく取組を完了すること。ただし、コンサルティング・事業連携先の開拓

支援等による改善を行った場合や、やむをえない理由がある等の場合は、事前に都の承認を得るこ

とにより変更できる場合があります。 

（２）年度中間（ただし、初年度は除く。）及び年度末時点における年度計画の達成状況及び経費支

出について、都が確認できる報告や帳票類を提出してください。 

（３）協定期間終了後、応募時に策定した事業計画全体を踏まえた完了報告書を提出してください。 

  

７ 事業実施期間 

協定締結の日から最長令和 11年３月 31日まで（予定） 

ただし、本事業に係る令和９年度から令和 10年度までにおける各予算案が東京都議会で可決されな

かったときは、この限りではありません。 

 

８ 採択予定件数 

２件程度 
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９ 都の負担額 

（１）上限 

都は、本事業の実施に要する経費のうち別表 1に掲げる経費を負担します。ただし、別表１に掲げる

経費の合計額は、年度及び事業に応じて下表の額を上限とします。  

年度 上限額（年度毎） 

令和８年度 １事業につき 100,000千円/年度 

令和９年度 １事業につき 200,000千円/年度 

令和 10年度 １事業につき 300,000千円/年度 

 ※選定に当たって、応募者から提出される本事業の実施に要する経費の見込みが、上記の上限金額より

低い場合は、当該見込みの金額で上限を設定することがあります。 

（２）支払時期 

採択事業者への支払いは、年度毎に、年度の終了後に一括払いにより支払います。 

 

10 応募手続き 

（１）募集期間 

令和８年７月６日（月曜日）から同年９月 17日（木曜日）17時 

ア 公募要領等資料の公表    令和８年７月６日（月曜日） 

イ 質問の受付         令和８年７月 27日（月曜日）から７月 31日（金曜日）まで 

ウ 質問への回答        令和８年８月６日（木曜日） 

エ 提案書の提出         令和８年９月９日（水曜日）から９月 17日（木曜日）まで 

オ 審査会実施及び結果通知   令和８年９月下旬（予定） 

カ 採択事業者との協定締結   令和８年９月下旬以降（予定） 

（２）応募書類の提出 

ア （４）の宛先に下表で指定する応募書類の電子データをメールでご送付ください。 

名称 形式 

①  確認書（第１号様式） PDF 

②  公募申請書（第２号様式） Word又は PDF 

③ 事業者提案書（第３号様式） 

  ※両面印刷で 15ページ以内で作成してください 

Word又は 

Powerpoint 

④ 会社概要（設立年月日、資本金、組織図、役員名簿、事業内容、

年間売上高等） 

  ※既存の会社概要や定款等で構いません。 

PDF 

⑤ 法人の履歴事項全部証明書（写し）（発行日から３か月以内のも

のに限る。） 

PDF 

⑥ 直近の納税証明書 PDF 

⑦ ＧＸ実現に資する取組実績を示す書類 指定なし 

⑧ 構成企業一覧（第４号様式） 

※複数事業者の提携による場合のみ 

Word 
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   ※複数事業者の提携による場合は、①、④、⑤、⑥、⑦の書類を全事業者分ご提出ください。 

イ 応募書類の提出後、３営業日を経過しても応募受付完了メールが届かない場合、（４）の問い

合わせ先まで電話にてご連絡ください。応募受付完了メールが到着するまでは、応募完了となり

ませんので、ご注意ください。 

ウ 提出された応募書類は本事業の採択に関する審査以外の目的には使用しません。 

エ 選定の正否を問わず、応募書類等の作成費用は支給しません。 

オ 本事業の対象として決定した後であっても、採択事業者の都合により記載された内容に大幅

な変更があった場合には、本事業の対象外となる可能性がありますので、ご注意ください。 

（３）質問 

   本公募に関して、質問事項がある場合は、次の方法により対応します。 

ア 質問方法 

第５号様式「質問票」に必要事項を記載の上、電子メールにより（４）の宛先に送付してくだ

さい。なお、電話や訪問等、電子メール以外の方法による問合せについては対応しません。 

イ 受付期間 

     令和８年７月 27日（月曜日）から７月 31日（金曜日）まで 

ウ 回答 

       令和８年８月６日（木曜日）までに、東京都産業労働局のホームページ上に掲載します。原則

として個別回答は行いません。 

（４）応募書類等の提出先及び問い合わせ先 

産業労働局 産業・エネルギー政策部 計画課産業政策担当 

メール：S0291501@section.metro.tokyo.jp 

電 話：03-5000-7721 

 

11 審査・決定について 

（１）審査方法 

応募書類に基づいて、原則として、審査会において面接審査（申請内容の説明・質疑応答等）を行

います。ただし、採択予定件数の２倍を超える件数の応募があった場合は、書面審査と面接審査の２

段階の審査を行う場合があり、その際の面接審査の実施数は採択予定件数の２倍程度までとする。２

段階の審査の場合、面接審査は、書面審査時の各審査委員の個別の審査意見も参考にしながら行う。 

（２）審査基準 

書面審査及び面接審査ともに、以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います。 

ア ビジョン 

・提案者の特性や強みも活かし、新規性や独自性が見られる開発となっているか 

  ・取組内容が、本事業の目的や趣旨と合致した提案となっているか 

・都の政策方針との親和性があるか 

イ 計画の妥当性 

・開発完了に向けた計画は具体的で実行可能なものになっているか 

・経費見積は、提案内容を裏付ける内容となっているか 
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・開発される素材や製品の機能や仕様は、石油由来製品の代替品としての妥当性はあるか 

ウ 実施体制 

・開発の取組を着実に実施できるよう、十分な体制を自社又は連携する事業者等により構築

しているか 

エ 開発推進力 

・開発や実証実験を円滑に進めるプロジェクトマネジメント力や関係者等との調整力を有し

ているか 

・過去（５年以内）に新たな技術や素材等の開発取組の実績を有しているか 

オ 事業実施による効果 

・石油由来製品の代替品としてどの程度の波及効果が見込めるか 

（３）審査スケジュール 

面接審査は、令和８年９月中旬～下旬を予定しています。日時等の詳細は、応募受付が完了した申

請者に対して、募集締切後にご連絡します。 

（４）結果通知について 

審査の結果は、令和８年９月下旬以降に書面により通知します。採択事業者については、協定書の

締結手続きを行います。 

なお、審査の経過・結果（不採択の理由等）に関するお問い合わせには、一切応じかねますので、

ご了承ください。 

 

12 その他 

（１）以下の場合には審査対象外とさせていただく場合がありますので、予めご了承ください。 

ア 申請者等が、法令等若しくは公序良俗に違反した場合、又はその恐れのある場合 

イ 応募書類の内容に不備がある場合 

ウ 申請者等が、応募に際して偽りの情報を記載するなど、都に対して虚偽の内容で応募を行った

場合 

（２）応募に当たってご提供いただく個人情報や機密を含む情報は、守秘義務を有する都に必要な範囲

で共有・利用されます。個人情報を含む情報は事前の承認なく都以外の第三者に提供することはあり

ません。 

（３）事業の実施に関して不適切であると都が判断した場合には、事業実施期間の途中であっても協定

を解除することや、都の負担額の返還を求めることがありますのでご留意ください。 

（４）本事業は、令和８年度から令和 10年度の３か年度実施することを想定していますが、令和９年度

以降の東京都予算において本事業に係る予算が認められず本事業を実施しない場合において、採択

事業者が既に負担した費用や機会損失について、都は負担しません。 
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別表 

 

１ 協定金の対象経費の科目 

 

【条件】 

（１）申請書に記載した事業を実施するための直接的かつ必要最小限の経費 

（２）協定期間内に契約、取得、納品、実施、支払が完了する経費 

（３）使途、単価、規模等の確認が可能、かつ本事業に係るものとして明確に区分できる経費 

（４）財産取得に該当する場合は、応募者及び提携企業に所有権が帰属するものに関する経費 

 

【一覧】 

科目 内訳 

１.原材料・副資材費 

事業化する成果物や無償提供品（※）の構成部分や、開発・改良に直接

使用、又は消費される原料、材料及び副資材の購入に要する経費  

［例：化学薬品、試験用部品、鋼材、組込用機械装置、機械・電気部品等］ 

※無償提供品とは、商品仕様や顧客の反応等を測定・分析し、改良・修正

を加えて本格的な生産・販売活動につなげるために試験的に開発途中段

階で無償提供する試作品のことをいいます。 

【注意事項】  

ア 事業の成果物の中に組み込むものは、全て本区分で申請すること 

イ 受払簿（任意様式）を作成し、受払年月日や数量等を明確にすること

（全て使い切った場合も必ず作成） 

ウ 仕損じ品、テストピース等が生じた場合は、保管すること（保管が困

難な場合には写真撮影による代用も可） 

エ 未使用残存品は対象外 

２.外注・委託費 

（１）自社で直接実施することが困難、又は適当でないものについて、外

部の事業者等（大学・試験研究機関を含む）へ委託する場合に要する経費 

［例：機械加工、設計委託、試験評価、検査・実験委託、デザイン、市場

調査委託、実証データ取得等］ 

（２）共同研究に要する経費  

 自社以外の事業者、大学、試験研究機関等との共同研究を実施する場合

に要する経費 

（３）専門家指導の受け入れに要する経費 

外部（専門家）から指導・助言を受ける場合や、外部（専門家）に相談を

行う場合に要する経費 

［例：謝金、相談料、改良指導、技術文書作成の指導等］ 

【注意事項】  

実績報告時に外部からの指導・助言・相談の日報及びその内容がわかる報
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告書の提出が必要となります。 

（４）試作品等の運搬委託に要する経費  

自社内で不可能な実証データを取得するために、必要な機械装置等を試験

実施場所等へ輸送する場合に要する経費 

 （５）顧客ニーズ調査に要する経費  

本事業の対象となる試作品や製品等に係る顧客のニーズを把握するため

に委託・外注により行う調査・分析に要する経費 

【注意事項】  

実績報告時に委託・外注先から納品された調査報告書の写しの提出が必要

となります。 

（６）規格等の認証・登録に要する経費  

製品等の事業化に必要不可欠な規格、認証の取得に要する経費 

―――――――――――――――――――――――――――― 

対象とならない経費の例  

① 第三者へ再委託された経費 

② 親会社、子会社、グループ企業等関連会社等へ委託された経費 

③ 共同研究先が負担する経費 

④ （６）に関する認証取得後に発生した経費 

⑤ （６）に関する維持審査料、認証継続費用 

３.直接人件費 

研究開発に直接従事した主な社員・役員の人件費  

[対象外業務の例：資料収集、打ち合わせ等] 

【注意事項】 

ア 直接人件費の申請額は以下のとおりとなります 

令和８年度   年度あたり 1,000万円 

令和９年度以降  年度あたり 4,000万円 

イ 対象となるのは、協定事業者の役員及び社員のうち、常態として協定

事業者の業務に従事し、協定事業者から毎月一定の報酬、給与が直接支払

われている方となります。 

※役員の場合は登記簿謄本、社員の場合は雇用保険被保険証等の協定事業

者の関係を証明する書類が必要です。 

ウ 時間給の単価は、14ページの「人件費単価一覧表」を適用します。 

エ 従事時間の上限は、1人につき 1日８時間、年間 1,800時間とします。 

オ 各従事者の当月対象経費算定額（時間給×当月従事時間）が当月給与

総支給額を超える場合は、当月給与総支給額が対象経費の上限となりま

す。 

カ 採択後、就業規則及び賃金規定の提出が必要となります。 

キ 対象は、実際に協定事業に従事した時間に限られますので、報告時、

従業者別の作業日報の提出が必要となります。 
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―――――――――――――――――――――――――――― 

対象とならない経費の例 

① 事業に直接的に関係のない業務により発生する経費 

[例：経理事務や営業活動等の経常的業務等] 

② 就業規則等に定められた所定労働時間を超えて行われる時間外労働

（超過勤務） 

③ 休日労働（就業時間等に定められた休日に労働した時間） 

④ 個人事業者の自らに対する報酬 

⑤ 雇用保険に未加入の正社員が行った業務により発生する経費 

⑤  給与・報酬等の支払実績が確認できないもの 

⑦ 給与の支払いが振込以外の場合（現金支給は対象外） 

４.不動産賃借料 

本事業の遂行に必要な事務所、施設等を新たに借りる場合に要する経費  

【注意事項】  

ア 協定締結日以降に賃貸借契約を新たに締結したものに限ります。 

イ 原則、本事業の遂行のみに使用する物件とし、他の事業との共同利用

部分がある物件については、各事業の専有部分の面積等で経費が按分可能

なもの等、明確に経費を区分できる物件に限ります。 

ウ 賃借料に光熱水費が含まれている場合、当該経費相当を控除した後の

経費を対象とします。 

エ 採択された後、賃借の必要性がわかる資料を提出してください。 

オ 報告時に、使用実績のわかる資料を提出してください。 

カ 不動産賃借料の申請額は年度あたり 2,000万円を上限とします。 

―――――――――――――――――――――――――――― 

対象とならない経費の例  

① 協定締結日前に賃貸借契約を締結したもの 

② 敷金、礼金、保証金、仲介料、等 

③ 火災保険料、地震保険料 

④ 申請者、法人の代表者本人又は三親等以内の親族が所有する不動産に

係るもの 

⑤ 第三者に賃貸する不動産に係る経費 

⑥ 事業の実施に必要な空間が間仕切り等によって物理的に区分されてい

ない、住居兼事務所、事務所にかかる経費 

⑦ バーチャルオフィスの利用料 

５.設備導入費 

製品等の開発・改良に直接使用する機械装置・工具器具のリース、レンタ

ル、購入、据付に要する経費  

［例：試作を製作するための試作金型、計測機械、測定装置、サーバー等］ 

【注意事項】  

ア 成果物に組み込む機械装置等は、原材料・副資材費で申請してくださ
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い。 

イ リース、レンタルの場合、協定締結日以降に賃貸借契約を締結したも

のに限り対象となります。 

ウ 割賦の場合、すべての支払いが協定締結日以降に終了するものに限り

対象となります。 

エ １件 100 万円（税抜）以上の購入品については、原則２社以上の見積

書（単価、数量、規格、メーカー、型番等の記載があるもの）が必要とな

ります（市販品の場合は価格表示のあるカタログ等の添付で可、リースや

レンタルの場合は不要）。 

オ 対象とする機械装置、工具器具は、原則東京都内にある申請者の本社

または事業所、工場等に設置・保管し、完了審査において都の確認を受け

るものとします。 

―――――――――――――――――――――――――――― 

対象とならない経費の例  

① 既存機械設備等の改良や修繕等に係る経費 

② 中古品に係る経費 

③ 本事業に使用しないものに係る経費 

④ 自社もしくは自社が賃借する場所以外に設置するものに係る経費 

⑤ 設置場所の社屋等の建設、増改築、整備・基礎工事等に係る経費 

６.産業財産権出願費 

（１）事業化製品等の特許・実用新案等の出願に要する経費  

（２）特許・実用新案等（出願、登録、公告され存続しているもの）を他

事業者から譲渡又は実施許諾（ライセンス料含む）を受けるために要する

経費 

―――――――――――――――――――――――――――― 

対象とならない経費の例  

 出願後の経費（審査請求、登録料、維持年金等） 

７.展示会等参加費 

７展示会等参加費、８イベント開催費、９広報ツール製作費、10 広報掲

載費の合計の上限は、全体の負担額の 10％以下とします。 

７展示会等参加費、８イベント開催費、９広報ツール製作費、10 広報掲

載費は、目的が事業連携先の開拓など開発・実証に関するものに限定され

ます。 

―――――――――――――――――――――――――――― 

展示会に出展する際に要する次に掲げる経費  

（１）出展小間料  

【注意事項】  

ア 出展小間内に他社の社名掲示や製品展示等がある場合、自社が出展費

用を全額負担していても按分対象となります。 

イ 出展小間内に自社製品等を複数展示している場合で、本事業の実用化
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製品等の展示面積が小間面積の概ね２分の１未満の場合、按分対象となり

ます。  

（２）資材費  

［例：小間内の装飾費、出展に必要なポスター・パネル作成費、機器・備

品のレンタル・リース代、会場での光熱水費等］ 

【注意事項】  

ア 展示会に係る備品・機器の購入費は対象となりません。リース・レン

タル料のみ対象です。 

イ 自ら材料や既製品を調達して小間の設営・装飾又は販促物の作成をす

る費用は対象となりません。 

（３）輸送費  

自社から会場までの展示品や資材等の運搬委託に係る経費 

【注意事項】  

 展示会に係る搬入搬出における自社での配送に係る経費（タクシー・バ

ス・電車等の乗車料金、レンタカー代、社用車のガソリン代等）は対象と

しません。 

（４）保険料  

（５）通訳・翻訳費  

海外での展示会に必要な通訳・翻訳費 

―――――――――――――――――――――――――――― 

対象とならない経費の例  

① 小間内に自社名（又は自社ブランド名）が掲示されていない場合 

② 特定の顧客（会員等）のみが対象の展示会、自社主催の展示会等への

出展 

８.イベント開催費 

７展示会等参加費、８イベント開催費、９広報ツール製作費、10広報掲載

費の合計の上限は、全体の負担額の 10％以下とします。 

７展示会等参加費、８イベント開催費、９広報ツール製作費、10 広報掲

載費は、目的が事業連携先の開拓など開発・実証に関するものに限定され

ます。 

―――――――――――――――――――――――――――― 

自社が開催するイベントに要する次に掲げる経費  

（１）会場借上費用  

（２）資材費  

（３）輸送費  

（４）保険料  

（５）通訳・翻訳費  

※注意事項等については、７.展示会等参加費と共通。 

９.広報ツール製作費 ７展示会等参加費、８イベント開催費、９広報ツール製作費、10広報掲載
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費の合計の上限は、全体の負担額の 10％以下とします。 

７展示会等参加費、８イベント開催費、９広報ツール製作費、10 広報掲

載費は、目的が事業連携先の開拓など開発・実証に関するものに限定され

ます。 

―――――――――――――――――――――――――――― 

製品等カタログ・パンフレット、PR 映像等の PR ツール  

【注意事項】  

 名刺、商品タグ、紙袋、クリアホルダー、カレンダー、手帳、記念品、ノ

ベルティ等については対象にはなりません。 

10.広報掲載費 

７展示会等参加費、８イベント開催費、９広報ツール製作費、10広報掲載

費の合計の上限は、全体の負担額の 10％以下とします。 

７展示会等参加費、８イベント開催費、９広報ツール製作費、10 広報掲

載費は、目的が事業連携先の開拓など開発・実証に関するものに限定され

ます。 

―――――――――――――――――――――――――――― 

新聞・雑誌・Web 等への広告掲載に要する経費  

【注意事項】  

ア 広告掲載費は年度あたり 50 万円を上限とします。 

イ 経費の請求においては、掲載内容、掲載時期、掲載事実・実績、費用内

訳等の詳細な書類が必要となります。 

 （例）リスティング広告等においては、キーワード毎の掲載期間、クリ

ック数、平均単価等がわかる書類が必要です。 

ウ 本事業に係る広告であることを証明する書類が必要となります。 

 （例）バナー広告等においては、リンク先が協定対象サービスのページ

に直結していることが必要です。 

11.光熱費 

開発または実証実験専用の設備に関して、開発及び実証実験に関する費用

が特定することができる光熱費 

【注意事項】 

 経費対象となる光熱費は、開発及び実証実験に直接使われた光熱費のみ

であり、事務室など設備以外の光熱費と区別することができない場合、光

熱費の請求は認められない 

―――――――――――――――――――――――――――― 

対象とならない経費の例 

① 開発や実証実験が専用の設備で行われていない場合 

② 光熱費に、事務室など開発及び実証実験の専用設備以外の光熱費が含

まれる場合 

③ 開発及び実証実験専用の設備の光熱費であることを証明できる書類が

ない場合 
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２ 協定金の対象外経費等 

（１）全科目共通 

① 都が報告書類を精査し、対象外と判断した経費 

② 間接経費 

（消費税を除く租税公課、振込手数料、利子、通勤手当、日当、飲食費及び収入印紙等。ただし、別表にて対象

経費として指定しているもの及び都の事前承認を受けたものを除く。なお、消費税免税事業者に対しては、都は

消費税を負担しない） 

③ 契約書、発注書、納品書、領収書及び振込明細書等の帳票類に不備があるもの。 

④ 使途、単価及び規模等の確認が不可能なもの。 

⑤ 他の事業に要した経費と明確に区分できないもの。 

⑥ 通常の業務・取引と混在、又は相殺して支払いが行われているもの。 

⑦ 親会社、子会社、その他関連法人※等との取引により生じる経費 

※関連法人等の例 

 自社と資本関係のある法人、役職員等を兼任している法人、代表者の三親等以内の親族が経営する法人、自社

と顧問契約・アドバイザリー契約等を締結している法人等（個人事業主等も含む）） 

⑧ 本事業の実施期間外に使用した経費に係るもの。 

⑨ 実績報告時までに支払いが終了していない事業に係るもの。 

※事業者が対象経費の年度末を越える申請書を提出し、都から承認された場合のみ、翌年度４月１日以降に支出された経費も

対象とする。その場合でも、３月 31 日までに履行の完了を済ませていなければならない。 

⑩ 複数年度にわたり実施する事業で、実施する事業及び経費が年度ごとに区分できないもの。 

⑪ 同一の事由で国、都又は区市町村等から給付金や補助金を受けている場合の個別事業の経費 

⑫ 上記各号のほか、社会通念上、協定金による負担が適当でないと都が判断したもの。 
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人件費単価一覧表 

単位：円 

報酬月額（給与等） 労務費単価（円／時間） 

～６３，０００未満 ４８０ 

６３，０００ ～ ７３，０００ ５７０ 

７３，０００ ～ ８３，０００ ６５０ 

８３，０００ ～ ９３，０００ ７４０ 

９３，０００ ～ １０１，０００ ８２０ 

１０１，０００ ～ １０７，０００ ８７０ 

１０７，０００ ～ １１４，０００ ９２０ 

１１４，０００ ～ １２２，０００ ９９０ 

１２２，０００ ～ １３０，０００ １，０５０ 

１３０，０００ ～ １３８，０００ １，１２０ 

１３８，０００ ～ １４６，０００ １，１９０ 

１４６，０００ ～ １５５，０００ １，２６０ 

１５５，０００ ～ １６５，０００ １，３４０ 

１６５，０００ ～ １７５，０００ １，４２０ 

１７５，０００ ～ １８５，０００ １，５１０ 

１８５，０００ ～ １９５，０００ １，５９０ 

１９５，０００ ～ ２１０，０００ １，６８０ 

２１０，０００ ～ ２３０，０００ １，８５０ 

２３０，０００ ～ ２５０，０００ ２，０１０ 

２５０，０００ ～ ２７０，０００ ２，１８０ 

２７０，０００ ～ ２９０，０００ ２，３５０ 

２９０，０００ ～ ３１０，０００ ２，５２０ 

３１０，０００ ～ ３３０，０００ ２，６９０ 

３３０，０００ ～ ３５０，０００ ２，８５０ 

３５０，０００ ～ ３７０，０００ ３，０２０ 

３７０，０００ ～ ３９５，０００ ３，１９０ 

３９５，０００ ～ ４２５，０００ ３，４４０ 

４２５，０００ ～ ４５５，０００ ３，７００ 

４５５，０００ ～ ４８５，０００ ３，９５０ 
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４８５，０００ ～ ５１５，０００ ４，２００ 

５１５，０００ ～ ５４５，０００ ４，４５０ 

５４５，０００ ～ ５７５，０００ ４，７１０ 

５７５，０００ ～ ６０５，０００ ４，９６０ 

６０５，０００ ～ ６３５，０００ ５，２１０ 

６３５，０００ ～ ６６５，０００ ５，４６０ 

６６５，０００ ～ ６９５，０００ ５，７１０ 

６９５，０００ ～ ７３０，０００ ５，９７０ 

７３０，０００ ～ ７７０，０００ ６，３００ 

７７０，０００ ～ ８１０，０００ ６，６４０ 

８１０，０００ ～ ８５５，０００ ６，９８０ 

８５５，０００ ～ ９０５，０００ ７，４００ 

９０５，０００ ～ ９５５，０００ ７，８２０ 

９５５，０００ ～ １，００５，０００ ８，２４０ 

１，００５，０００ ～ １，０５５，０００ ８，６６０ 

１，０５５，０００ ～ １，１１５，０００ ９，１６０ 

１，１１５，０００ ～ １，１７５，０００ ９，６７０ 

１，１７５，０００ ～ １，２３５，０００ １０，１７０ 

１，２３５，０００ ～ １，２９５，０００ １０，６８０ 

１，２９５，０００ ～ １，３５５，０００ １１，１８０ 

１，３５５，０００ ～ １１，６９０ 

 ア 表の「報酬月額（給与等）」欄より、当該従事者が該当する単価を使用してください。 

 イ 報酬月額（給与等）は、基本給＋諸手当（賞与を除く）で算出してください。 

 ウ 人件費単価は、協定期間内の一番低い支給金額を基準とすることから、申請時の人件費単価と異

なる場合があります。  
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第１号様式 

 

東京都知事  殿 

 

確認書 
 
東京都（以下、「都」とする。）が実施するナフサ代替素材等開発支援事業に申請するにあたり、申請

書に虚偽記載がないこと、申請者が下記を含む募集要項記載の申請要件の全てを満たしていることを確
認しました。 
 

記 
 

１ 次の（１）～（３）の全ての要件を満たします。  
（１）次のア～ウいずれかに該当する日本国内の団体であること。 

    ア 都内に本店又は支店・営業拠点を有する法人 
    イ 都内で石油のみに依存しない新たな技術や素材等の開発化に向けた取組を行う法人 
    ウ その他、都が必要と認める者 
      （必要理由                               ） 
（２）石油のみに依存しない新たな技術や素材等の開発に資する取組の実績を有していること。 
（３）機密情報の取扱いについて、適切な手段・方法で保護できる体制を有していること。 

 
２ 本事業に応募する団体（以下、「応募者」という。）は、応募時から事業終了時まで、次の（１）

から（11）までの全ての要件を満たします。 
（１）同一のテーマ・内容・対象経費で、国、都道府県、区市町村等から補助を受けていないこ

と、あるいは、過去に受けていないこと 
（２）協定事業の実施にあたり、法令等に違反する事実がないこと。 
（３）日本国内において税金の滞納をしていないこと。 
（４）日本国内の公的機関等との契約における重大な違反がないこと。 
（５）会社更生法（平成 14年法律第 154号）又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）による

申立て等、協定事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと。 
（６）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項各号及び第２項各号の規

定のいずれかに該当しないこと。 
（７）東京都競争入札参加有資格者指名停止等取扱要綱（平成 18年４月１日付 17財経総第 1543

号）に基づく指名停止又は競争入札参加資格の取消しの期間中でないこと。 
（８）公共の安全及び福祉を脅かすおそれがないこと。 
（９）政治活動、宗教活動、選挙活動を事業目的としていないこと。 
（10）暴力団（東京都暴力団排除条例（平成 23 年東京都条例第 54 号。以下「暴排条例」とい

う。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）に該当せず、又は法人その他の団体の代表
者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等（暴力団並びに暴排条例第
２条第３号に規定する暴力団員及び同条第４号に規定する暴力団関係者をいう。）に該当する
者がないこと。 

（11）過去の業務その他の事情において、都が負担金を交付するにふさわしくないと判断する事
実が存在しないこと。 

 
以上 

 

令和  年  月  日 

住所： 

名称： 

代表者名：                   実印 
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第２号様式 

 

年  月  日 

 

東 京 都 知 事  殿 

 

所在地 

申請者名 

代表者名 

 

 

ナフサ代替素材等開発支援事業 公募申請書 

 

 

    

   「ナフサ代替素材等開発支援事業公募要領」に記載された内容に同意したうえで、下記のとおり書

類を添付して応募します。 

 

記 

 

関係書類 

・確認書（第１号様式）【複数社の場合は、個別に提出】 

・事業者提案書（第３号様式） 

・資金計画（第３号様式-２） 

・会社概要【複数社の場合は、個別に提出】 

・法人の履歴事項全部証明書（写し）【複数社の場合は、個別に提出】 

・直近の納税証明書【複数社の場合は、個別に提出】 

・石油のみに依存しない新たな技術や素材等の開発取組実績を示す書類【複数社の場合は、個別に提出】 

・構成企業一覧（第４号様式） 

※添付する書類に応じて、記載してください。 
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第３号様式 

 

事業提案書 

 

１ 本事業の実施について 

本事業の実施に当たって、次の項目に係る考え方を示してください（次の項目は例示ですので、内容

が具備されていれば適宜変更・追加することも可能です。別紙での記載も可とします）。 

なお、提案書の記載に当たっては、審査項目及び審査の視点を満たしていることが分かるように記載

してください。また、参考資料がある場合には、適宜添付してください。 

（１）全体コンセプト（ビジョン） 

【記載内容（想定）】 

・応募者が提案する取組の目的・位置付けのほか、取組内容の具体的ニーズ、取組実施の重要性等

について記載してください。 

・取組内容に係る技術・サービス等の先進性や独自性（従来製品・競合他社が有する製品等との比

較など）について記載してください。 

・取組内容と石油のみに依存しない新たな技術や素材等の開発との関連性についても分かりやすく

示してください。 

（２）事業計画 

【記載内容（想定）】 

・開発、実証実験など、開発完了に向けた一連のスケジュールについて、年度毎四半期に分けて記

載してください。 

 補足①：初年度は第３四半期（10月～12月）からのスケジュールとしてください。 

 補足②：本事業は、開発完了を支援する事業であることを踏まえ、協定期間終了時に開発が完了

（特許の取得、ライセンス契約の締結、開発及び商品化に向けた他社との連携）されて

いることを目標として設定してください。 

・開発する素材や製品が想定する機能や仕様を踏まえて、代替となる市場規模を記載してくださ

い。 

（３）実施体制 

 【記載内容（想定）】 

  ・各部署の役割を示しつつ、体制図等により記載してください。なお、複数の事業者が本事業を共

同で実施する場合は、それぞれの役割分担を明示するとともに、代表企業を記載してください。 

（４）事業推進力 

 【記載内容（想定）】 

  ・応募者が提案する取組と関連する取組を自らが先行的に行っている場合又は過去に行った経験が

ある場合には、その状況（成果等）を具体的に記載してください。 

  ・責任者が十分な経歴や実績等を有しているかを記載してください。 
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（５）期待される効果 

 【記載内容（想定）】 

・応募者の取組の結果、期待される代替効果を具体的に記載してください。 

   代替の対象となる商品、当該商品の市場規模、市場・業界への波及効果、都内企業への受注効果 

 

２ 本事業の資金計画（第３号様式-２） 

第３号様式-２により記載してください。 

なお、記入欄は適宜変更・追加していただいて構いません。 

 

３ その他 

以下の内容を記載してください。 

・本事業で実施する取組等について、本事業終了後に開発完了から社会実装させるための方策や、現

時点で想定される課題等を記載してください。 

・本事業終了後の構想（社会実装化がさらに進んだ将来像、目指している未来像）等を記載すること

も可能です。 

 

  



20 

 

第４号様式 

 

構成企業一覧 

 

【代表事業者】 

法人名  

代表者 職・氏名  

所在地 事業所名： 

主たる都内住所： 

＜申請者情報＞ 

連絡先所在地：（〒   -    ） 

 

担当部署（役職）： 

 

担当者名： 

電話番号： 

 

E-mail： 

 

【構成事業者】 

法人名  

代表者 職・氏名  

所在地  

本事業における役割  

 

 

＜申請者情報＞ 

連絡先所在地：（〒   -    ） 

 

担当部署（役職）： 

 

担当者名： 

電話番号： 

 

E-mail： 

 

※記入欄が足りない場合は適宜追加し、全ての構成事業者について記載してください。 
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第５号様式 

質問票 

 

名称  

所在地  

担当者  

電話番号  

メールアド

レス 

 

   

  質問事項１項目ごとに作成願います。   

送付日 年  月  日 

質問内容 

 

 

 


